
第三銀行のコーポレートガバナンス

日本銀行 金融高度化セミナー

平成27年12月



第三銀行のプロフィール（平成27年3月末現在／単体ベース）

本店所在地 三重県松阪市京町510番地

＜経営理念＞

１．「地域社会に奉仕し、顧客に
信頼され親しまれる第三銀行」

１．「逞しい活力と豊かな創造力
を持ち、着実に発展する第三銀
行」

１．「個性を活かし、明るい魅力あ
る職場をつくる第三銀行」

創立 大正元年（西暦1912年）10月

資本金 37,461百万円

店舗数 98か店（県内64・県外34）

従業員数 1,438名

総資産 1兆9,516億円

預金 1兆7,819億円

貸出金 1兆2,235億円

自己資本比率 9.69％
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 既存制度に対する指摘
①監査役の監査機能の限界
②監査役会設置会社

⇒社外監査役に加えて社外取締役を選任することへの重複感・負担感
③指名委員会等設置会社

⇒取締役候補者の指名や取締役・執行役の報酬の決定を委ねることへの抵抗感

１．機関設計
【監査等委員会設置会社制度が創設された背景】

業務執行者に対する監督機能の強化を目的とした、社外取締役の積極的な活用

《 これらを解消 》

監査等委員会設置会社制度の創設

＜背景＞ 経済のグローバル化の進展

コーポレートガバナンスの強化
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１．機関設計
【当行のガバナンス体制の変遷】

以下の取組みによりガバナンス体制の強化・充実を図ってまいりました。

時期 内容 目的

平成14年 ・執行役員制度の導入
・業務執行の意思決定を迅速化

（取締役員数を12名から9名へ削減）

平成20年
・取締役会長を選任し、

会長、頭取体制に移行
・取締役会の牽制機能の強化

平成24年
・業績連動型報酬の導入

・ストックオプションの導入

・経営に対する評価の客観性の確保

・役員報酬制度の透明性向上

平成26年 ・社外取締役の新規選任 ・経営管理体制の一層の強化

平成27年 ・監査等委員会設置会社へ
の移行

・業務執行者に対する監督機能の強化

・業務執行の意思決定の迅速性、 業務執
行の機動性の向上
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１．機関設計
【監査等委員会設置会社への移行】

平成27年6月、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行

監査役会設置会社

（移行前：平成26年6月）

監査等委員会設置会社

（移行後：平成27年6月～）

取締役 （うち社外） 10名（1名） 13名（3名）

監査役 （うち社外） 4名（3名） ―

※取締役のうち、監査等
委員である取締役（社外）

― ※ 4名（3名）

合計 14名（4名） 13名（3名）
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１．機関設計
【移行の目的・メリット】

（１）業務執行者に対する監督機能の強化

単なる監査機関ではなく、

業務監査権限と経営評価権限を有する。

ガバナンス
体制の充実

経営の
効率性アップ

更なる
企業価値の向上

（２）業務執行の意思決定の迅速性、 業務執行
の機動性の向上

重要な業務執行の決定の全部または一部を

取締役に委任することで、監督と執行を分離。
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１．機関設計
【監査等委員である社外取締役の人選】

独立した立場から、経営全般の監督機能
および利益相反の監督機能を十分に果たすことができる

氏名 主な理由 共通した理由

濱岡 正己
・日本銀行出身で、金融機関における
長年の経験と豊富な知識。

・経営陣に対して積極的な発言が期待できる。

・3名とも三重県出身で、地元のことをよく理

解しており、地元に対しての思い入れが非常
に強い。土橋 伸好

・三重県教育長、三重県出納長、三重
県信用保証協会会長等を歴任。豊富な
経験と幅広い知識。

中川 昇
・松阪市役所、嬉野振興局長、松阪副
市長等を歴任。豊富な経験と幅広い知
識。

＜実質主義・人物本位で選定＞

選定基準
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１．機関設計
【モニタリング・モデルを志向したガバナンス体制】

＜業務執行取締役＞

常務会

重要な業務執行
決定の委任は不可

株主総会

監査役4名
（うち社外監査役3名）

＜社外取締役＞
監査

＜ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＞

【取締役会】

【監査役会】

常務会

重要な業務執行
決定の一部を委任

【監督と執行の分離】

監査等委員である
取締役4名

（うち社外取締役3名）

監査
監督

＜ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ＞

【取締役会】

【監査等委員会】

株主総会

＜業務執行取締役＞

＜社外取締役＞

＜従来のガバナンス体制＞ ＜移行後のガバナンス体制＞
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２．取締役会、監査等委員会の構成と運営
【取締役会および監査等委員会の構成】

取締役会

監査等委員会

取締役会長 谷川 憲三 取締役頭取 岩間 弘

専務取締役 伊藤 松司 常務取締役 井口 篤

常務取締役 藤田 隆弘 取締役 浅野 章

取締役 北村 晶 取締役 坂本 康隆

取締役 川村 和弘

取締役 常勤監査等委員（社外） 濱岡 正己

取締役 監査等委員 梶本 力

取締役 監査等委員（社外） 土橋 伸好

取締役 監査等委員（社外） 中川 昇
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２．取締役会、監査等委員会の構成と運営
【監査役会と監査等委員会の比較】

監査役会 監査等委員会

役割 ・取締役の職務執行の監査 ・取締役の職務執行の監査、監督

取締役会の議決権 議決権なし 議決権あり

法定の員数（うち社外） 3名以上（半数以上） 3名以上（過半数）

常勤の選定 1名以上の常勤監査役が必要
選定義務なし

（※当行は常勤の監査等委員を選定）

任期 4年 2年

構成員 監査役 取締役
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２．取締役会、監査等委員会の構成と運営
【取締役会の運営状況】

資料の事前配布
活発な意見が出されるよう、常務会に出席していない取締役に対して議案書を
事前に配布。

議案の事前説明
業務執行に対する監督機能発揮のため、監査等委員会に対して、取締役会議
案の各担当部による事前説明を実施。

審議時間
常務会への委任により取締役会議案は減少したが、一方で、積極的な議論が行
なわれるようになり、議案によっては審議時間が長くなった。

フィードバック
取締役会の議論の中で出た指示、提言等についてフォローアップを行い、その結
果についてフィードバックを実施。
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２．取締役会、監査等委員会の構成と運営
【取締役会の模様】

議長（会長）・頭取・専務・常務

監査等委員
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３．社外取締役の支援サポート体制
【サポート体制】

事務局の設置

監査等委員会事務局を設置し、事務局が専門対応窓口となり、監査等
委員会をフォローするとともに、運営に関する事務を補助

補助者の配置
監査等委員会事務局内に、監査等委員会をサポートする補助者（当行

職員：部長職経験者）を配置

勉強会の実施

当行の経営実態を正確に理解し、経営課題に対して適切な判断を行う
ための情報・知識を習得する場として、「テーマ」を決めたうえで勉強会を
毎月開催
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内部監査部門との連携体制（レポーティングライン）
監査結果等について、監査部長から監査等委員会に報告・意見交換

を定例的に実施し連携強化

内部監査部門・内部監査部門長との連携内容
監査部長からの報告を、常勤監査役のみへの報告から、監査等委員

の全員が出席する監査等委員会での報告事項に変更

３．社外取締役の支援サポート体制
【内部監査部門との連携】

質の高い実効的な監査が
行なわれる体制
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監査等委員会への参加
原則として毎月1回開催（必要があるときは随時開催）

重要な会議への参加
常勤の監査等委員である取締役

⇒ 取締役会、常務会、リスク管理委員会等への参加
監査等委員である取締役

⇒ 取締役会への参加

代表取締役との意見交換会の実施
銀行が対処すべき各種経営課題や監査環境の整備の状況に加え、業務執行・
内部統制・監査・コーポレートガバナンス等における重要課題について意見交換
会を実施

４．社外取締役の果たす役割
【活動状況】
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４．社外取締役の果たす役割
【任意の委員会の設置】

 社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することにより、取締役候
補者の選定や取締役の報酬等に関する取締役会機能の独立性・客観性
と説明責任を強化

名称
全委員

委員長 役割
構成内訳※

指名諮問
委員会

取締役4名
取締役会の議長

取締役候補者の選任・解任、代表取締役及
び役付取締役の選定・解職について協議す
る。社内2、社外2

報酬諮問
委員会

取締役4名
（会長、頭取を除く） 社外取締役

取締役（監査等委員である取締役を除く）の
報酬等に係る事項について協議する。

社内2、社外2

※各委員会への重複就任可

＜設置の目的＞
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４．社外取締役の果たす役割
【監査等委員会設置会社への移行後の変化】

＜移行前＞ ＜移行後＞

活動内容

（常勤の監査等委員）

営業店への往査など、銀行
内部の実情を把握すること
が中心

株主、取引先への訪問により、
外部の声を聞く活動を開始

開催日

（監査役会、監査等委員会）
取締役会終了後に開催 取締役会の前営業日に開催

その他 ―
社外取締役への内部通報制
度の構築

（※平成２７年１２月導入予定）
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“ジャンプ アップ！”～お客様とともに～

飛躍のステージVer．2
2015年度～2017年度

名 称

期 間

「“ジャンプアップ！” ～お客様とともに ～ 飛躍のステージ ver.2」

2015年4月～2018年3月 （3カ年計画）

ビジョン ネットワークで地域の未来を切り拓く銀行

お客さまへのメッセージ キラリと光るあなたの銀行

新しい
ステージへ

100年からの
TAKE OFF

～地域とともに～
飛躍のステージVer．1
2012年度～2014年度

基本方針

営業力と地域サポート力の向上

お客様利便性とCSの向上

人材力と活力の向上

健全性と信頼度の向上

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

地
域
の
未
来
を

切
り
拓
く
銀
行

収

益

力

の

強

化

全員営業の実践 イノベーションプロジェクト（BPRの推進）＋

５．参考資料
【新世紀第２次中期経営計画】
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５．参考資料
【コーポレートガバナンス体制 概念図】

会
計
監
査

監査
監督

株 主 総 会

本部各部・営業店・連結子会社

社
外
弁
護
士

監
査
部

監査等委員会

会
計
監
査
人

リスク
管理

委員会

ｺﾝﾌﾟﾗｲ
ｱﾝｽ

委員会

顧客保護
等管理
委員会

金融円滑
化推進
委員会

取 締 役 会

常 務 会

執行役員

指名諮問委員会
報酬諮問委員会

内部
監査
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